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（案） 

 

総合科学技術・イノベーション会議が実施する 

国家的に重要な研究開発の評価 

 

 

「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開

発・整備 

の事前評価（説明資料） 
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１．案件概要 

  ○事業の名称 

「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発・整備 

  ○事業の実施府省 

文部科学省 

  ○事業の目的・必要性及び背景 

生成 AI の進展などをはじめとして、計算科学だけでなく科学技術・イノベーション

全体、そして産業競争力の観点等からも、計算基盤の重要性がさらに増している。

今後、計算資源の需要が増大するとともに、求められる機能も変遷・多様化していく

ことが予想される。このような社会情勢においても、科学技術・イノベーションの進展

に応える我が国のフラッグシップとなる計算資源を提供し、新たな時代を先導し、国

際的に卓越した研究成果の創出、産業競争力の強化ならびに社会的課題の解決な

どを目指す。そのため、遅くとも令和 12 年頃までに、開発主体である理化学研究所

において「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発・整備を行い、

研究者等の共用に供するもの。 

  ○事業の概要 

   ①実施方法(直接実施か業務委託か等を記載) 

設置者への補助 

   ②想定している実施主体 

国立研究開発法人理化学研究所（特定先端大型研究施設の供用の促進に関す

る法律 第２条第４項に基づく） 

   ③実施期間 

令和７年度～令和 12 年度 

   ④予算額・総事業費等 

令和７年度概算要求額：42 億円 

総事業費：未定 

 

  ○目標と指標 

①成果目標 

 最先端のスーパーコンピュータを利用した研究開発を行いやすい環境が実現 

②成果指標及び成果実績（アウトカム） 

 優れた計算資源の安定的な提供 

③活動指標及び活動実績（アウトプット） 

 フラッグシップシステムで提供する計算資源の高度化 
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２．評価の実施方法 

   「総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価につ

いて」（総合科学・イノベーション会議決定 (H29.7.26 一部改正)に基づき、評価専門調査

会及び大規模研究開発評価ワーキンググループにおいて、文部科学省における事前評

価結果等を踏まえて調査検討を行い、その結果を受けて総合科学技術・イノベーション

会議が評価を行った。 

 調査検討にあたっては、文部科学省から以下の観点でヒアリングを行った。 

（１）実施府省等における評価の状況 

（２）実施府省等の行っている評価方法 

（３）評価項目の設定方法及びその設定根拠 

（４）評価項目を踏まえた評価の実施状況 
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３．評価対象案件の実施府省等における事前評価結果等 
３．１．実施府省等における評価の状況 
 

令和６年７月及び８月に、文部科学省の科学技術・学術審議会で議論を行い、事前

評価結果が取りまとめられ、「必要性、有効性、効率性の観点から評価し、十分に実施

する価値があると認められる」と評価された。 

 

＜事前評価＞ 

令和６年７月２４日：科学技術・学術審議会 情報委員会 

令和６年８月２０日：科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 

 

 

＜文部科学省における事前評価結果＞ 

（１）評価概要 

「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発・整備について、必

要性、有効性、効率性の観点から評価し、十分に実施する価値があると認められ

る。開発が進展し、整備を開始する前（令和９年頃）に中間評価を実施するとともに、

整備終了後（令和 13 年頃）に事後評価を実施する。 

（２）科学技術・イノベーション基本計画等の上位施策への貢献見込み 

計算資源は、科学技術・イノベーション基本計画に記載されるデータ駆動型研究、

AI 駆動型研究で世界をリードするために不可欠なものであり、フラッグシップシス

テムはその中核である。フラッグシップシステムの開発・整備を進め、共用に供す

ることは、科学技術・イノベーション基本計画の実施に確実に貢献するもの。 

（３）改善に向けた指摘事項 

多額の国費を要する計算基盤の開発・整備であることから、効率的な開発・整

備を行うとともに、「富岳」を含めて取組の成果を国民に分かりやすく伝えるよう努

めるべき。 

ハードウェアの整備のみならず、ソフトウェアを含めた計算科学全体を推進する

よう努めるべき。 

（４）その他 

引き続き社会的な課題に対応する利活用を推進し、社会実装の事例を創出す

ることを期待。 

 

３．２．実施府省等の行っている評価方法 

評価については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成 28 年 12 月 21 日

内閣総理大臣決定）（以下「大綱的指針」という。）に基づき策定された「文部科学省に

おける研究及び開発に関する評価指針」（平成１４年６月２０日文部科学大臣決定）（以
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下「評価指針」という。）に沿って、事前評価を実施した。 

 

３．３．評価項目の設定方法及びその設定根拠 

評価項目・基準は、「評価指針」に基づいて、必要性、有効性、効率性の各観点にお

ける評価項目の例を勘案し、各評価項目に対して研究開発課題の特性も踏まえつつ、

委員会において委員の専門的 知見も踏まえ評価項目及び評価基準を以下のとおり

設定している。 

 

表：評価の項目と評価基準 

評価の

観点 

評価項目 評価基準 

必要性 科学的・学術的

意義 

 計算資源需要の推移と見込み 

 我が国の研究開発においてスーパーコンピュータの

重要性はどうか 

 国際的な取組状況から考えて、我が国の新たなフラッ

グシップシステムが必要か 

社会的・経済的

意義 

 新たなフラッグシップシステムは科学研究以外の観点

でも不可欠と考えられるか 

有効性 性能の妥当性   適切な性能目標の設定が行われているか 

 利用方法（計算手法）の想定が適切か 

利用者にとって

の利便性  

 円滑に新たなフラッグシップシステムに移行する対応

が行われているか（計画されているか） 

 成果が幅広く展開できるよう、必要な取組が行われて

いるか（計画されているか） 

効率性 実施体制の妥

当性  

 適切かつ効率的な実施体制が構築されているか  

 これまでの取組の知見を活かすことが可能か  

 

 

３．４．評価項目を踏まえた評価の実施状況 

 

① 科学技術・イノベーション基本計画及び統合イノベーション戦略との関係 

「第６期科学技術・イノベーション基本計画」においては、研究ＤＸを支えるイン

フラ整備と高付加価値な研究の加速のための施策としてスパコン計算資源の増
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強が位置づけられており、本取組により基本計画の推進に貢献することが期待

される。 

また、「統合イノベーション戦略 2024」においては、ＡＩ分野の競争力強化と安

全・安心の確保及び研究施設・設備の強化、オープンサイエンスの推進のため

の施策として、新たなフラッグシップシステムの開発・整備に着手することが位置

づけられている。 

 

② 国の研究開発評価に関する大綱的指針との関係 

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づき策定された、「文部科学省

における研究及び開発に関する評価指針」に沿って評価項目を設定し、各評価

項目に対して事業の特性も踏まえつつ、評価基準を設定の上、評価を実施した。 

 

③ 評価の実施において上記以外に参考にした内容等 

「経済財政運営と改革の基本方針 2024」における、研究の質を高める仕組みの

構築及び AI のためのインフラの高度化、及び「新しい資本主義のグランドデザイ

ン及び実行計画 2024 年改訂版」におけるＡＩのイノベーションとＡＩによるイノベー

ションの加速への貢献が期待される。 

 

 

 

３．５．今後の評価計画（スケジュール） 
 

＜中間評価＞ 令和９年頃 

＜事後評価＞ 令和１３年頃 

 

 

 

4．評価結果 

評価後に委員の評価から内閣府側で作成する部分になりますので、２を除く１～3

までの作成となります。 
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